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・
第 

一 

部 

（
前 

半
） 

（
十
二
時 

四
十
分
～ 

 
 

 

一
、
舞 
踊 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
輔
寿
美
会 

 

 
 
 
 

・
竹
。 

 

二
、
詩 

吟 

・
・
・
・
・
・
日
本
詩
吟
学
院 

耀
海
吟
詠
会 

 

・
海
南
行 

・
廬
山
の
瀑
布
を
望
む 

・
名
鎗
日
本
号 

・
舟
由
良
港
に
至
る
。 

 

三
、
舞 

踊 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
常
磐
会 

 

 
 

・
南
部
蝉
し
ぐ
れ
。 

 

四
、
詩 

吟 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
み
ず
き
吟
詠
会 

 

 
 
 
 

・
弘
道
館
に
て
梅
花
を
賞
す 

・
春
簾
雨
窓 
・
平
泉
懐
古
。 

 

五
、
南
京
玉
す
だ
れ 

・
・
都
筑
民
家
園
南
京
玉
す
だ
れ
愛
好
会 

 

 

・
第 

二 

部 

（
中 

盤
） 

（
十
三
時 

二
十
五
分
～ 

 
 
 
 

 

六
、
能
の
連
吟
と
仕
舞
・
・
・
・
・
高
砂
や
を
謡
お
う
会
・
都
筑 

 

 
 

・
羽
衣
尽
く
し
（
連
吟
・
仕
舞
）。 

 

七
、
新
舞
踊
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
永
楽
会 

 

 
 

・
舞
化
粧 

・
さ
ざ
ん
か
の
宿
。 

 

  

八
、
詩 

吟
（
剣
舞
・
空
手
）･

・
・
・
日
本
詩
吟
学
院 

川
和
吟
道
会 

 

・
大
楠
公 

 
 
 
 
 

剣
舞
（
小
林 

鍛
赤
） 

 
 

・
拳
技
空
手
の
歌 

 
 

空
手
（
横
浜
東
松
涛
館
流
） 

 

 九
、
日
本
舞
踊 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
夢
ス
タ
ジ
オ
舞
の
会 

 

 
 
 

・
水
な
し
川 

・
白
雲
の
城
。 

 

十
、
詩 

吟 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
日
本
詩
吟
学
院 

中
川
吟
詠
会 

 

 
 
 

・
感
有
り 

・
雪
梅 

・
生
田
に
宿
す
・ 

 
 
 

・
辞
世 

・
将
に
東
遊
せ
ん
と
し
て
壁
に
題
す 

・
涼
州
詞
。 

 

十
一
、
舞
踊 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
都
筑
秋
桜
会 

 

 
 
 

・
大
輪 

・
勝 

海
舟
。 

 

十
二
、
し
の
笛 

演
奏
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
都
筑
し
の
笛
の
会 

 

 
 
 

・
竹
田
の
子
守
歌 

・
最
上
川
船
歌 

・
佐
渡
お
け
さ 

・
八
木
節 

・
赤
と
ん
ぼ 

・
ふ
る
さ
と
。 

 

 
・
第 

三 

部 

（
後 

半
） 

（
十
五
時 

五
分
～ 

 
 

十
三
、
謡 

曲 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
つ
づ
き
謡
曲
会 

 

 
 
 

・
羽
衣
（
連
吟
） 

 



 2 

 
十
四
、
詩 

吟 

・
・
・
・
・
・
・
・
日
本
詩
吟
学
院 

都
筑
吟
詠
会 

 

・
九
月
十
日 

・
峨
眉
山
月
の
歌 

・
出
塞
行 

 
・
名
鎗
日
本
号 

・
三
夕
の
歌
「
見
わ
た
せ
ば
」 

 
 
 

 

十
五
、
日
本
舞
踊 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
巴 

会 
 

 
 
 
 
 
 

・
ア
ジ
ア
の
海
賊 

 

十
六
、
詩 

吟 

・
・
・
・
・
・
・
・
日
本
美
風
流 

仲
町
台
吟
詠
会 

 

 
 
 

・
熊
本
城 

・
日
本
を
愛
す 
・
冬
夜
書
を
読
む 

 

十
七
、
民 

舞 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
都
筑
あ
づ
ま
会 

 

 
 
 

・
よ
さ
こ
い
鳴
子
踊
り 

・
日
光
和
楽
踊
り 

 
 
 
 
 
 

 

十
八
、
阿
波
踊
り 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
德
座
連 

 

 
 
 

 

 

・ 

終 

演 

（
予 

定
）（
十
六
時 

十
五
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 

上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  


